
○
経
済
産
業
省
告
示
第
四
百
十
七
号

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
九
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第

十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
使
用
に
係
る
技
術
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
貨
物
を
次
の
よ
う
に
定
め

、
平
成
十
六
年
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

一

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
貿
易
外
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
使
用
に
係
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

外
国
為
替
令
（
以
下
「
外
為
令
」
と
い
う
。
）
別
表
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
に
該
当
す
る
も
の

２

外
為
令
別
表
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の

規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
貨
物
等
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該

当
す
る
も
の
（
第
一
条
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
貨
物
の
使
用
に
係
る
技
術
を
除
く
。
）

３

外
為
令
別
表
の
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
八
項
に

該
当
す
る
も
の



４

外
為
令
別
表
の
十
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す

る
も
の

５

外
為
令
別
表
の
十
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
該

当
す
る
も
の
（
第
十
一
条
第
十
号
ヘ
に
該
当
す
る
貨
物
の
使
用
に
係
る
技
術
を
除
く
。
）

６

外
為
令
別
表
の
十
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
二
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す

る
も
の

７

外
為
令
別
表
の
十
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
二
十
六
条
に
該
当
す
る
も
の

二

貿
易
外
省
令
第
九
条
第
一
項
第
十
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

外
為
令
別
表
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も

の
（
第
一
条
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
貨
物
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

２

外
為
令
別
表
の
八
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
七
条
第
一
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
の
設

計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
係
る
技
術
の
う
ち
、
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
に
該
当
す
る



も
の
又
は
貨
物
等
省
令
第
二
十
条
第
二
項
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

３

外
為
令
別
表
の
九
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
係
る
技
術
の
う
ち
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九

号
、
第
十
号
又
は
第
十
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

三

貿
易
外
省
令
第
九
条
第
一
項
第
十
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
前
号
の

２
又
は
３
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

四

貿
易
外
省
令
第
九
条
第
一
項
第
十
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
イ
ま
で

、
第
五
号
、
第
六
号
（
核
燃
料
用
物
質
の
成
型
加
工
用
装
置
に
限
る
。
）
、
第
七
号
、
第
八
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十

号
の
二
又
は
第
十
号
の
三
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

３

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
四
条
第
二
号
又
は
第
十
二
号
ハ
（



一
）
若
し
く
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

４

輸
出
令
別
表
第
一
の
十
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

５

輸
出
令
別
表
第
一
の
十
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
、
第
四
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
八
号
、
第
九
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
又
は
第
十
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
若
し
く
は
ト
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

６

輸
出
令
別
表
第
一
の
十
三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
十
二
条
第
一
号
ハ
、
第
四
号
か

ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

７

輸
出
令
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
十
三
条
に
該
当
す
る
も
の

８

輸
出
令
別
表
第
一
の
十
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
貨
物
等
省
令
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は

第
十
一
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の


